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◆各園の連絡先・定員など◆

地区 保育園名 電話番号 定員
乳児保育
受入月齢

村上

第一保育園 52−3085 90 ４か月

第二保育園 52−2488 90 ４か月

岩船保育園 56−7124 120 ４か月

瀬波保育園 52−4400 90 ４か月

上海府保育園 58−2026 30 11か月
山辺里保育園 53−1541 90 ４か月

山居町保育園 52−4179 90 11か月

荒川
金屋保育園 62−2355 100 11か月
あらかわ保育園 （未定） 200 ４か月

神林
向ヶ丘保育園 66−8330 140 ４か月

みのり保育園 66−8370 120 ４か月

朝日

舘腰保育園 72−1554 100 ４か月

三面保育園 72−1230 45 11か月
高南保育園 72−1153 90 11か月
猿沢保育園 72−1170 90 ４か月

塩野町保育園 73−1050 90 11か月

山北
山北にじいろ保育園 77−2012 80 ４か月

山北おおぞら保育園 77−2620 90 ４か月

村上
村上こひつじ保育園

（認定こども園）
52−4431 21 6か月

　

保
育
園
は
、
市
内
に
住
所
の
あ
る
保
護
者

が
就
労
や
傷
病
に
よ
っ
て
、
家
庭
で
保
育
が

で
き
な
い
お
子
さ
ん
を
父
母
な
ど
に
代
わ
っ

て
保
育
す
る
施
設
で
す
。

　

平
成
26
年
４
月
か
ら
入
園
を
希
望
す
る
場

合
は
、
受
付
期
間
内
に
必
ず
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

◎
入
園
申
込
書
の
配
布

　

入
園
申
込
書
は
市
役
所
福
祉
課
お
よ
び
各

支
所
地
域
福
祉
課
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
「
福
祉　

保
育
園
」）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◎
受
付
期
間

　

11
月
1
日
㈮
〜
15
日
㈮

　

※
土
、
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く

◎
入
園
結
果
の
送
付

　

入
園
の
決
定
は
、
家
庭
の
状
況
な
ど
か
ら

総
合
的
に
判
断
し
て
決
定
し
ま
す
。
決
定
し

た
結
果
は
、
平
成
26
年
１
月
末
頃
に
文
書
で

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

入
園
希
望
の
多
い
保
育
園
で
は
入
園
調
整

な
ど
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
保
育
料

　

お
子
さ
ん
と
生
計
を
共
に
す
る
父
母
の
前

年
分
の
所
得
税
額
ま
た
は
前
年
度
の
市
民
税

額
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。
た
だ
し
、
生
計
の

中
心
者
が
父
母
以
外
の
扶
養
義
務
者
で
あ
る

場
合
は
、
そ
の
課
税
額
が
合
算
さ
れ
ま
す
。

※
認
定
こ
ど
も
園
も
同
様
で
す

◎
そ
の
他

　

詳
し
く
は
、
市
役
所
福
祉
課
お
よ
び
各
支

所
地
域
福
祉
課
に
あ
る
「
入
園
の
ご
案
内
」

を
ご
覧
に
な
る
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
目

的
別
メ
ニ
ュ
ー
の
「
福
祉　

保
育
園
」
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

保
育
園
の

 
入
園
申
し
込
み
を

　
　

受
け
付
け
ま
す

　あらかわ保育園は、荒川地区の３保育園
（大津・坂町・荒島）を統廃合して新設す
る保育園です。
　なお、保育園の管理・運営は、指定管理
者制度により、社会福祉法人颯

そ う

和
わ

会
か い

が行い
ます。
◆保育時間
　月～土曜日　午前８時～午後４時
◆延長保育　　午前７時～午後７時
◆休日保育
　午前７時30分～午後６時30分
　　	市内に住所のある１歳以上の就学前

のお子さんが対象です。
◆病児・病後児保育（体調不良児対象型）
　　	保育中に具合が悪くなったお子さん

を保護者が迎えにくるまでの間、専属
の看護師が対応します。

◆一時預かり
　　	市内に住所のある生後４か月からの

お子さんが対象です。
◆その他
・	入園の決定や保育料は、市内の他の保育
園と同じです。

・子育て支援センターを併設します。

平成26年４月１日
「あらかわ保育園」が開園します

平成26年度

●
申
し
込
み
お
よ
び
問
い
合
わ
せ

［
保
育
園
］

　

福
祉
課
子
育
て
支
援
室

　

☎
53
‐
２
１
１
１
（
内
線
２
４
１
）

　

ま
た
は
各
支
所
地
域
福
祉
課
、
各
保
育
園

［
認
定
こ
ど
も
園
］

　

学
校
法
人　

恵
泉
学
園　

☎
52
‐
４
４
３
１


